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利用者負担軽減
介護保険広報シリーズ 206イド介護保険介護保険介護保険 ガ

　利用者負担を軽減するため、次のようなサービス利用料の軽減制度があります。
　軽減を受けるためには、交付された認定証を利用する事業所へ提示してください。

①食費・居住費（滞在費）の軽減【負担限度額認定】
　介護保険施設や、短期入所（ショートステイ）利用時にかかる食費・居住費（滞在費）を軽減す
るものです。

②訪問介護の利用者負担軽減【黒潮町独自事業】
　訪問介護（ホームヘルパー）を利用したときの利用者負担（サービス費用の10％）を5％に軽減
するものです。

対象者 世帯全員の収入の合計が年間120万円以下の方（生活保護を受けている方を除く）

利用者負担段階 預貯金等資産要件対象者

第1段階

●老齢福祉年金を受給している、世帯全
員※1が住民税非課税の方

●生活保護受給者

第2段階

●世帯全員※1が住民税非課税で、前年
の公的年金等収入額＋その他の合計所
得金額が年間で80万円以下の方

③社会福祉法人などによる利用者負担軽減
　介護サービス事業者である社会福祉法人などが、利用者負担額の一部を負担し、利用者負担
を軽減するものです。

対象者
世帯全員が住民税非課税で年間収入（仕送りや非課税収入を含む）が単身世帯で
150万円、世帯員が増えるごとに50万円加算した額以下であることや預貯金の額
などの条件があります。

単身で550万円以下※2

単身で500万円以下※2

単身で650万円以下※2

単身で1,000万円以下※2

第3段階①

●世帯全員※1が住民税非課税で、前年の
公的年金等収入金額+その他の合計所
得金額が80万円超120万円以下の方

第3段階②

●世帯全員※1が住民税非課税で、前年の
公的年金等収入金額+その他の合計所
得金額が年間で120万円超の方

※1  世帯分離している配偶者も含みます。
※2  夫婦世帯では1,000万円が配偶者の上乗せ分となります。
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④離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減
　佐賀地域は、厚生労働大臣が定めた離島等地域に該当し、そこに所在する居宅介護サービス
事業所が提供する訪問介護サービスについては、サービス確保の観点から介護報酬として15％
の特別地域加算が実施されており、利用者負担額も15％の増額となっています。このため、離
島等地域でない住民との負担の均衡を図る観点から、社会福祉法人などのサービス事業者が利
用者負担（サービス費用の10％）を9％に軽減するものです。

●申請手続きについて
　利用者負担の軽減を受けるためには申請が必要です。申請書の記入方法や必要書類については、
介護保険係（本庁）や総合窓口第2係（佐賀支所）、またはケアマネジャーにご相談ください。

●有効期限と更新手続きについて
　有効期限は、8月1日～翌年の7月31日まで（随時受付分は、申請した月の初日から7月31日まで）
です。※令和5年1月～令和5年7月申請の場合、有効期間は令和5年7月31日までとなります。
　現在、軽減を受けている方も、令和5年8月1日以降も引き続き軽減を受ける場合は更新申請が必
要です。更新の対象となる方にはお知らせしますので、お早めに手続きをお願いします。

対象者 住民税本人非課税の方（生活保護受給世帯に属する方を除く）

○お問い合わせ　本庁 健康福祉課 介護保険係　　蕁43－2116

介護保険料は大切な財源です。安心で便利な口座振替を利用して納付期限までにお納めください。
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国
民
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保
険
料
収
納
業
務
の
民
間

委
託
に
つ
い
て

　
日
本
年
金
機
構
は
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
方
に
対
す
る
電

話
や
文
書
に
よ
る
納
付
案
内
と
免
除
・

猶
予
制
度
の
申
請
手
続
き
の
案
内
、
そ

の
ほ
か
口
座
振
替
な
ど
の
案
内
に
つ
い

て
、
民
間
委
託
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
事
業
の
民
間
委
託
を
通
じ
、
被
保
険

者
の
方
に
年
金
制
度
に
つ
い
て
の
ご
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
保

険
料
の
納
め
忘
れ
に
よ
る
低
額
年
金
者

や
無
年
金
者
の
減
少
を
め
ざ
し
て
い
ま

す
。

※
令
和
５
年
５
月
１
日
よ
り
戸
別
訪
問

に
よ
る
ご
案
内
は
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。
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受
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厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
た
方
が
２０

歳
以
上
６０
歳
未
満
で
退
職（
失
業
）さ
れ

た
場
合
、
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険

者
に
な
る
た
め
の
手
続
き
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
退
職
し
た
方
に
扶
養
さ
れ
て

い
た
６０
歳
未
満
の
配
偶
者
に
つ
い
て
も
、

国
民
年
金
の
種
別
変
更
の
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
手
続
き
を
怠
る
と
、
年
金
額
が

減
る
場
合
や
、
受
給
権
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
必
ず
役
場
ま
た
は
年
金
事
務
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必

要
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手
続
き
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行
っ
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だ
さ
い
。
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険
料
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、
月
額
１
万
６
千
５
２
０

円（
令
和
５
年
度
）で
す
。
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
方
に
は
、

申
請
に
よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
を
免
除

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
免
除
申
請
す
る
年
度
、
ま
た
は
そ
の

前
年
度
に
退
職（
失
業
）し
た
方
は
、
特

例
免
除
制
度
を
利
用
で
き
ま
す
。
特
例

免
除
の
場
合
は
、
退
職（
失
業
）し
た
方

の
前
年
の
所
得
額
を
「
０
円
」
と
み
な

し
て
審
査
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
特
例
免

除
の
申
請
に
は
、
離
職
日
が
確
認
で
き

る
証
明
書
類（
離
職
票
や
離
職
証
明
な

ど
）が
必
要
と
な
り
ま
す
。
　

　
詳
し
く
は
、
役
場
ま
た
は
年
金
事
務

所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
ご
案
内

を
民
間
委
託
し
て
い
ま
す

退
職
（
失
業
）
後
の
国
民
年
金
加

入
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？
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役場からのお知らせ役場からのお知らせ
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携
帯
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話
の
新
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い
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波
利
用
開
始

に
伴
い
、
テ
レ
ビ
映
像
に
影
響
が
出
る

恐
れ
の
あ
る
一
部
地
域
の
ご
家
庭
に
は
、

５
月
下
旬
よ
り
周
知
チ
ラ
シ
を
随
時
配

布
し
て
い
ま
す
。

　
７
月
下
旬
以
降
に
影
響
が
出
た
場
合

は
、（
一
社
）７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
利
用
推
進
協

会
が
無
償
で
回
復
作
業
を
行
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ま
す
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で
、
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記
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セ
ン
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で
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。
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口
座
振
替
を
申
し
込
み
い
た
だ
く
と
、

指
定
さ
れ
た
口
座
か
ら
町
税
等
が
自
動

的
に
引
き
落
と
さ
れ
る
た
め
、「
つ
い
、

う
っ
か
り
」
の
納
め
忘
れ
が
な
く
な
り
、

納
期
の
た
び
に
金
融
機
関
へ
行
く
手
間

も
省
け
ま
す
。

　
安
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。
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４
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融
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④
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重
度
心
身
障
害
児
・
者
が
医
療
を
受

け
る
と
き
、
各
医
療
保
険
の
対
象
と
な

る
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
市
町
村
が

助
成
し
ま
す
。
利
用
に
は
受
給
者
証
が

必
要
で
す
の
で
、
担
当
係
で
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

　
世
帯
員
の
異
動（
転
入
・
転
出
な
ど
）

や
健
康
保
険
の
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
場

合
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◆
対
象
者
（
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
）

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級

の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
１（
最
重
度
）ま
た
は
Ａ

２（
重
度
）の
方

③
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
ま
た
は
４
級

を
所
持
し
、
か
つ
中
度
知
的
障
が
い

と
認
定
さ
れ
た

１８
歳
未
満
の
合
併
障

が
い
の
方

※
た
だ
し
、

６５
歳
以
上
で
、
平
成

１５
年

１０
月
以
降
に
新
た
に
①
・
②
の
認
定

を
受
け
た
方
は
、
市
町
村
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
の
み
対
象
。
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配
偶
者
の
い
な
い
父
・
母
と
児
童
、

ま
た
は
父
母
の
い
な
い
児
童
に
つ
い
て
、

医
療
費
の
自
己
負
担
分（
高
額
医
療
費

は
除
く
）を
助
成
し
ま
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
、
受
給
者
お
よ
び

同
居
し
て
い
る
扶
養
義
務
の
あ
る
方

の
前
年
の
所
得
に
対
し
て
所
得
税
が

課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
な
ど
は
、
対

象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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助
成
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種
類

【
現
物
給
付
】

受
給
者
証
を
医
療
機
関
に
示
し
、
助

成
分
を
差
し
引
い
て
支
払
う
方
法

【
療
養
費
払
い
】

い
っ
た
ん
自
己
負
担
分
を
支
払
い
、

後
日
役
場
で
給
付
請
求
す
る
方
法

※
県
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受
診
の
場
合
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療
養
費
払
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に

な
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ま
す
。
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収
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。
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